
市政情報番組を放送中
すかがわシティ
インフォメーション
（各10分間）　
11：30〜/17：30〜 インターネットラジオ

周波数

市営住宅
入居者募集

エンディングノート
「わたしノート」の活用を
　本市、鏡石町、天栄村の合同で、
エンディングノート「わたしノート」
を発行し、配布しています。
「わたしノート」とは　自身のもしも
のときや、将来の暮らしについて、
家族や大切な人にあなたの思いを正
確に伝えるためのものです。
配布場所　長寿福祉課、
tette、各コミュニティ
センター
※市ホームページからダ
ウンロードもできます。
問長寿福祉課 （88）8116

※画像はイメージです

くらしの情報時日時　場会場　対対象　定定員（抽選などの記載がないものは先着順）　内内容　申申込方法または申込先　　　　　　締締め切り　¥料金（表示のないものは無料）　他その他　問問い合わせ　 Fファクス　 メール

人口・世帯数
現住人口　7.9.1現在（前月比）
⃝人　口　71,452人（△55人）
　　　男　35,085人（△27人）
　　　女　36,367人（△28人）
⃝世帯数　28,213世帯（+1世帯）

生活ダイヤル
⃝防災行政無線音声ガイドサービス
	 0120（110）636
⃝休日夜間急病診療所	 （76）2980
⃝福島県こども救急電話相談
　短縮ダイヤル	 ♯8000　 　
　固定電話など	 024（521）3790
⃝救急病院
　公立岩瀬病院	 （75）3111
　須賀川病院	 （75）2211
　池田記念病院	 （75）2165
⃝須賀川消防本部	 （76）3111
⃝消防情報センター	 （76）8181
⃝児童虐待防止相談室	 （88）8115
⃝水道お客様センター	 （63）7111

高齢者の皆さんの総合相談窓口
⃝中央地域包括支援センター	 （88）8215
⃝西部地域包括支援センター	 （75）3222
⃝東部地域包括支援センター	 （79）1551
⃝長沼・岩瀬地域包括支援センター	 （67）3113

今月の納付　納期限12月1日（月）
⃝国民健康保険税（普通徴収）	  5期分
⃝介護保険料（普通徴収）	 5期分
⃝後期高齢者医療保険料（普通徴収）	 4期分
今月の休日納税相談窓口開設
⃝日時　11月30日（日）
　　　　午前9時〜午後4時
⃝場所　収納課

市民提案制度
「市政情報」の「ご意見・提
案」ページから送信 市民提案制度

市庁舎の停電検査

時11月29日（土）
※検査当日は、夜間休日窓口を除く
庁舎内の全施設と地下駐車場が利用
できません。
問行政管理課 （88）9122

くらしの情報

「マチイロ」で広報紙を身近に！
無料の「マチイロ」アプリで、どこでも
「広報すかがわ」を読むことができます。

マチイロ紹介ページ

11月25日～12月1日は
「犯罪被害者週間」
　犯罪被害者やその家族、遺族への
理解を深め、誰もが安全で安心して
暮らせる協働のまちづくりを進めて
いきましょう。
問市民安全課 （88）9128

12月4日～10日は「人権週間」
人権に関する悩みごと相談会
時12月3日（水）　午前10時～午後3時
※予約不要
受付場所　tette4階「ルーム4-2」
内家庭・学校・職場での悩み、近隣
とのもめ事、子どもへの虐待・いじ
め・不登校などの相談
相談員　人権擁護委員、弁護士
※弁護士に相談する場合は、相談1
件当たり30分まで
問市民協働推進課 （94）4432

「女性の人権ホットライン」が
「みんなの人権110番」に統合
　「女性の人権ホットライン」は「みん
なの人権110番」に統合されました。
　「みんなの人権110番」では、女性
の人権問題に関する相談を受け付け
ます。一人で悩まずご相談ください。
相談内容や個人情報などの秘密は厳
守します。
専用電話　全国共通ナビダイヤル
0570（003）110
※自動音声ガイダンスに従い、1番
を入力すると、女性の人権問題に関
する相談ができます。
受付時間　月～金曜日の午前8時30
分～午後5時15分
※祝日を除く
問福島地方法務局 024（534）1994

11月は「児童虐待防止推進月間」

　児童虐待に関する相談対応件数は
増加傾向にあります。特に子どもの
生命が奪われるなどの重大な事件が
後を絶たず、児童虐待は社会全体で
解決すべき重要な問題となっていま
す。
　子育てに対する不安を感じたとき
や、虐待を受けたと思われる子ども
を見つけたときは、ためらわずにご
相談ください。
相談先　◦児童虐待防止相談室（こ
ども課内）（88）8115　◦児童相
談所虐待対応ダイヤル 189（いち
はやく）
問こども課 （88）8114

11月12日～25日は「女性に
対する暴力をなくす運動」期間
　女性に対する暴力は、女性の人権
を著しく侵害し、男女共同参画社会
を形成していく上で克服すべき重要
な課題です。
　パートナーなどから暴力を受けた
ときや、関係性がおかしいと感じたと
きは、一人で悩まずご相談ください。
相談先　◦家庭児童相談室（こども
課内）（88）8115　◦性犯罪・性
暴力被害者のためのワンストップ支
援センター　短縮ダイヤル #8891
◦性犯罪被害相談窓口（警察窓口）
#8103　◦DV相談ナビ #8008
問こども課 （88）8114

ごみの野外焼却（野焼き）は禁止

　ごみの野外焼却を行うと、拘禁刑
または罰金刑、もしくはその両方に
処せられることがあります。ドラム
缶やブロック囲いを用いた焼却も野
外焼却になります。
家庭のごみ　分別して指定の日時に
ごみステーションに出しましょう。
事業所のごみ　焼却だけではなく、
ごみステーションに出すこともでき
ません。許可業者に収集を依頼する
か、許可業者が分からないときは、
環境課にお問い合わせください。
問環境課 （88）9129

市廃棄物減量等推進審議会の
公募委員を募集
対市内在住の18歳以上で、年2回程
度の審議会に出席できる人
※市が設置するほかの公募委員に委
嘱されている人、市税を滞納してい
る人を除く
任期　委嘱の日から2年間
定3人（定員超過のときは選考）
内ごみの減量化や再資源化の推進な
どの審議
申応募用紙（環境課に設置または市
ホームページからダウンロード）に
必要事項を記入の上、環境課に提出
（メール、郵送可）
宛先　〒962-8601（住
所記載不要）　環境課
締11月28日（金）
問環境課 （88）9129
kankyo@city.sukagawa.lg.jp

詳しくは、市民課にお問い合わせください。　☞市民課 （88）9134市民課職員が指定する場所を訪問し、申請をサポートします。マイナンバーカード出張申請

個人事業税の納付を忘れずに

　個人事業税は、事業を営んでいる
個人に課税される県の税金です。
第2期分納期限　12月1日（月）
納付方法　県から郵送される納税通
知書による納付またはe

エル

L-Q
キューアール

Rを利用
した電子納付
※口座振替による納付もできます。
問県中地方振興局県税部
024（935）1251

市営住宅の入居者募集

受付期間　11月4日（火）～10日（月）
入居予定日　12月18日（木）
※11月28日（金）に公開抽選実施予定
申申込用紙（建築住宅課で配布また
は市ホームページからダウンロー
ド）に必要事項を記入の
上、建築住宅課に提出
他詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。
問建築住宅課 （88）9152

宝くじ助成事業を活用した地域
コミュニティの充実・強化
　自治総合センターでは、宝くじの
社会貢献広報事業として、コミュニ
ティ活動の備品や地域防災活動の設
備の整備などに助成を行っています。
南上町町内会　地域の祭りで使用
する半

はん

纏
てん

、帯、T
シャツなどの活
動備品を整備し
ました。子どもか
らお年寄りまでが楽しく、安心し
て地域のイベントに参加できるよ
うになり、地域コミュニティの活
性化に大きく役立てられました。
問市民協働推進課 （94）4432

一般家庭の消火器の無料点検と
有料回収
　万が一に備え、家庭にある消火器
を点検しましょう。
時11月8日（土）　午前9時～正午
場須賀川消防署と石川消防署の庁舎前
￥1,000円（使用できなくなった消
火器の回収）
他一般家庭の消火器の回収は、近く
の消防署でも常時行っています。
問須賀川地方広域消防本部
（76）3114

携帯電話の衝撃検知による
自動通報
　携帯電話やスマートフォンは、強
い衝撃が加わったときに自動で緊急
機関に通報する「衝撃検知による自
動通報システム」が組み込まれてい
ます。事故の衝撃などで携帯電話に
強い衝撃が加わると、警告音と同時
に画面上に警告が表示され、119番
に発信されます。初期設定で有効に
なっているものがありますので、お
使いの携帯電話の設定をご確認くだ
さい。
誤って119番に発信されたときは
　運動中などに携帯電話が落下した
ときにも、自動で通報されることが
あります。救急車や消防車が必要で
はないときは、電話を切らずに「間
違えました」と伝えてください。消
防から折り返し電話をすることがあ
りますので、必ず電話に出て、救急
車や消防車が必要かどうかを伝えて
ください。
問須賀川地方広域消防本部
（76）3111

お詫びと訂正
　広報すかがわ10月号7ページの
「松明あかしサポーターを募集！」の
問い合わせ電話番号に誤りがありま
した。正しくは「（88）9144」です。
問秘書広報課 （88）9112

暖房器具による火災の防止

　これからの寒い時期には、暖房器具
を使用する機会が増えます。しかし、使
い方を誤ると火災の原因となります。
安全に使用するためのポイント
▶本格的に使い始める前に、暖房器
具の清掃、安全点検をする
▶衣類や雑誌など、燃えやすい物の
近くで使用しない
▶就寝時や外出時は暖房器具を消
す。また、使わないときはコンセン
トから抜いておく
▶暖房器具の周囲にスプレー缶など
を置かない
▶燃料は容器の栓をしっかり締めて
密閉し、日光の当たらない冷暗所に
保管する
問須賀川消防署 （76）3197

エンディング
ノート

市暮らしのガイドブックへの
広告掲載事業者を募集
対事業者（市外事業者も含む）
発行日　令和8年4月
予定
発行部数　3万部
配布先　市内の全
世帯、転入者など
締12月26日（金）
他▶3年ごとに更新予定
▶電子版を市ホームページに掲載予定
問（株）サイネックス
024（923）0198

秘書広報課 （88）9112

公募委員を
募集

9 8令和7年11月1日令和7年11月1日


